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(57)【要約】
【課題】表面に設けられている表面保護材等による発電
効率の低下を防止する、並びに搬送性・携帯性に優れた
太陽電池装置を提供する。
【解決手段】太陽電池装置１０は、支持基板２、および
支持基板２上に配置されている複数の太陽電池セル１上
に設けられている表面保護材４を備えている。表面保護
材４は、太陽電池装置１０の表面を保護するものであっ
て、その光の入射面には、入射光の反射を防止して太陽
電池セル１の発電効率を高めるために、例えばのこぎり
歯状の反射防止加工５が施されている。表面保護材４は
、合成樹脂から形成されている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板と、
　上記基板上に配置されている少なくとも１つの太陽電池セルと、
　上記基板および上記太陽電池セル上に設けられ、太陽電池装置の表面を保護する表面保
護材とを備え、
　上記表面保護材は、合成樹脂から形成されているとともに、光が入射する入射面に、当
該光の反射を防止するための反射防止加工が施されていることを特徴とする太陽電池装置
。
【請求項２】
　上記合成樹脂は、熱硬化性樹脂であることを特徴とする請求項１に記載の太陽電池装置
。
【請求項３】
　上記合成樹脂は、熱により架橋する架橋材を含む熱可塑性樹脂であることを特徴とする
請求項１に記載の太陽電池装置。
【請求項４】
　上記樹脂は、全体の重量に対して５０％以下の透明な樹脂からなるフィラーを含み、こ
のフィラーは上記樹脂が流動成型される温度において溶解しないガラス転移温度を有する
ものであることを特徴とする請求項１～３のいずれか一項に記載の太陽電池装置。
【請求項５】
　上記樹脂は、着色されていることを特徴とする請求項１～４のいずれか一項に記載の太
陽電池装置。
【請求項６】
　上記反射防止加工は、上記入射面を梨地に加工したものであることを特徴とする請求項
１に記載の太陽電池装置。
【請求項７】
　上記梨地は、その中心線表面粗さが０．０３μｍ～２．００μｍであることを特徴とす
る請求項６に記載の太陽電池装置。
【請求項８】
　請求項１～７のいずれか一項に記載の太陽電池装置が、当該太陽電池装置に光が入射可
能なように搭載されている、もしくは電気的に接合されていることを特徴とする電子機器
。
【請求項９】
　上記電子機器は、携帯電話機、デジタルスチルカメラ、デジタルビデオカメラ、携帯ゲ
ーム機、もしくは全地球測位システム装置であることを特徴とする請求項８に記載の電子
機器。
【請求項１０】
　基板上に少なくとも１つの太陽電池セルを形成する第１工程と、
　上記基板および上記太陽電池セル上に、合成樹脂を用いて、太陽電池装置の表面を保護
する表面保護材を形成する第２工程と、
　上記表面保護材の光が入射する入射面に、当該光の反射を防止するための反射防止加工
を施す第３工程とを有し、
　上記第３工程は、上記第２工程と同時に行われることを特徴とする太陽電池装置の製造
方法。
【請求項１１】
　上記第３工程は、金型を用いて行われることを特徴とする請求項１０に記載の太陽電池
装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、太陽電池セルを具備する太陽電池装置に関するものであり、具体的にはその
表面に設けられている表面保護材等による発電効率の低下を防止する、並びに搬送性・携
帯性に優れた太陽電池装置、その製造方法、並びに電子機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　図５は、携帯電子機器に搭載されている太陽電池装置１１０の概略断面図である。
【０００３】
　太陽電池装置１１０は、携帯電子機器の筺体１０７上に配置されている支持基板１０２
と、支持基板１０２上に配置されている複数の太陽電池セル１０１と、太陽電池セル１０
１および支持基板１０２上に接着材１０３を用いて設けられている表面保護材１０４とを
備えている。太陽電池装置１１０は、太陽光発電により電力を生成して携帯電子機器の電
源（２次電池）に蓄電するものである。
【０００４】
　表面保護材１０４としては、ＰＥＴ（Poly Ethylene Terephthalate）シートもしくは
ガラスが用いられている。表面保護材１０４の光の入射面には、入射光の反射を防止して
太陽電池セル１０１の発電効率を高めるために、図示のようなのこぎり歯状の反射防止加
工１０５（その他、例えば特許文献１・２参照）が施されている。あるいは、表面保護材
１０４の光の入射面には、反射防止加工１０５と同様な目的のために、反射防止材（不図
示）が塗布されている。
【特許文献１】特開２００３－１１０１３１号公報（２００３年４月１１日公開）
【特許文献２】特開２００４－１１１４５３号公報（２００４年４月８日公開）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　従来では、表面保護材１０４としてＰＥＴシートもしくはガラスなどを用いているため
に太陽電池セル１０１および支持基板１０２と表面保護材１０４とを接着材１０３を用い
て接着しており、この接着材１０３を入射光が通過する間に熱に変換されて太陽電池セル
１０１の発電効率が低下するという問題を生じる。
【０００６】
　また、接着材１０３が必要なために、部品点数が多くなるとともに、太陽電池セル１０
１の面積あたりの質量が大きくなり、携帯電子機器への搭載に適さない、また搬送性に欠
けるという問題も生じる。
【０００７】
　また、太陽電池装置１１０の製造時、接着材１０３が必要なために、また表面保護材１
０４としてＰＥＴシートもしくはガラスなどを用いているために反射防止加工１０５等を
施した後に接着を行う必要があるために、工程数が多くなるという問題も生じる。
【０００８】
　本発明は、上記の問題点を鑑みてなされたものであり、その目的は、その表面に設けら
れている表面保護材等による発電効率の低下を防止する、並びに搬送性・携帯性に優れた
太陽電池装置、その製造方法、並びに当該太陽電池装置を備えた電子機器を提供すること
にある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明に係る太陽電池装置は、上記課題を解決するために、基板と、上記基板上に配置
されている少なくとも１つの太陽電池セルと、上記基板および上記太陽電池セル上に設け
られ、太陽電池装置の表面を保護する表面保護材とを備え、上記表面保護材は、合成樹脂
から形成されているとともに、光が入射する入射面に、当該光の反射を防止するための反
射防止加工が施されていることを特徴としている。
【００１０】
　また、本発明に係る太陽電池装置の製造方法は、上記課題を解決するために、基板上に
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少なくとも１つの太陽電池セルを形成する第１工程と、上記基板および上記太陽電池セル
上に、合成樹脂を用いて、太陽電池装置の表面を保護する表面保護材を形成する第２工程
と、上記表面保護材の光が入射する入射面に、当該光の反射を防止するための反射防止加
工を施す第３工程とを有し、上記第３工程は、上記第２工程と同時に行われることを特徴
としている。
【００１１】
　上記の構成および方法によれば、合成樹脂を用いて表面保護材を形成するために、従来
と異なり接着材が不要となる。よって、従来、この接着材の存在により生じていた、太陽
電池セルの発電効率の低下の問題、部品点数が多くなるとともに、太陽電池セルの面積あ
たりの質量が大きくなり、携帯電子機器への搭載に適さない、また搬送性に欠けるという
問題、並びに製造工程数が多くなるという問題を解消できる。つまり、太陽電池セルの発
電効率を向上させることができるとともに、携帯性（携帯電子機器への搭載に好適）・搬
送性に優れ、並びに製造工程数を少なくすることができる。
【００１２】
　また、上記表面保護材に反射防止加工を施しているために、光の入射角が入射面に対し
て９０度（入射光が最も高い割合で上記太陽電池セルに到達する角度）を保てない場合で
あっても、入射光の反射を防止して入射光を上記太陽電池セルに到達せしめ、その発電効
率を高めることができる。
【００１３】
　また、上記合成樹脂を用いて上記表面保護材を形成するために、当該形成中に上記反射
防止加工を施すことができるため、製造工程数を少なくすることができる。
【００１４】
　また、本発明に係る電子機器は、上記課題を解決するために、上記もしくは下記太陽電
池装置が、当該太陽電池装置に光が入射可能なように搭載されている、もしくは電気的に
接合されていることを特徴としている。
【００１５】
　以上により、表面に設けられている表面保護材等による発電効率の低下を防止する、並
びに搬送性・携帯性に優れた太陽電池装置、その製造方法、並びに当該太陽電池装置を備
えた電子機器を提供することができるという効果を奏する。
【００１６】
　本発明に係る太陽電池装置は、上記合成樹脂が熱硬化性樹脂であることが好ましい。ま
た、本発明に係る太陽電池装置は、上記合成樹脂が、熱により架橋する架橋材を含む熱可
塑性樹脂であることが好ましい。
【００１７】
　上記の構成によれば、上記樹脂が高温において固体となるものであるために、夏期の際
など太陽電池装置表面の温度が高くなった場合に上記樹脂（つまり上記表面保護材）の変
形が生じ難い。
【００１８】
　本発明に係る太陽電池装置は、上記樹脂は、全体の重量に対して５０％以下の透明な樹
脂からなるフィラーを含み、このフィラーは上記樹脂が流動成型される温度において溶解
しないガラス転移温度を有するものであることが好ましい。
【００１９】
　上記の構成によれば、上記樹脂にフィラーを加えることで、上記樹脂の成形が容易とな
る。また、上記フィラーを上記樹脂が流動成型される温度において溶解しないガラス転移
温度を有するものとすることで、上記フィラーによる光の反射が生じ難く、太陽電池装置
に好適である。また、上記フィラーを加えることで、上記樹脂の熱による変形、および伸
び縮みを防止することができる。なお、上記フィラーの含有量は、具体的には、上記全体
の重量に対して１０％、３０％、および５０％が一般的である。
【００２０】
　本発明に係る太陽電池装置は、上記樹脂が着色されていることが好ましい。
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【００２１】
　上記の構成によれば、外観を美しくして商品価値を高めることができる。なお、上記樹
脂に着色せずに、上記樹脂上に着色したカバーを被せてもよい。
【００２２】
　本発明に係る太陽電池装置は、上記反射防止加工は上記入射面を梨地に加工したもので
あることが好ましい。また、本発明に係る太陽電池装置は、上記梨地は、その中心線表面
粗さが０．０３μｍ～２．００μｍであることが好ましい。
【００２３】
　上記の構成によれば、梨地加工を採用することでその形状により、また中心線表面粗さ
を０．０３μｍ～２．００μｍとすることで、高い反射防止効果を期待できる。なお、上
記中心線表面粗さは、０．０３μｍ以下であれば平坦な面と同等となり、２．００μｍ以
上であれば梨地の突起部分が大きくなり、反射防止効果を期待できない。
【００２４】
　本発明に係る電子機器は、携帯電話機、デジタルスチルカメラ、デジタルビデオカメラ
、携帯ゲーム機、もしくは全地球測位システム装置であることが好ましい。
【００２５】
　本発明に係る太陽電池装置の製造方法は、上記第３工程が金型を用いて行われることが
好ましい。
【００２６】
　切削や研磨などにより上記反射防止加工を行えば、屑が発生して太陽電池装置の発電効
率の低下などの問題を招くおそれがある。上記反射防止加工を金型で行えば、屑が発生し
ないためにそのような問題を生じず、好ましい。
【発明の効果】
【００２７】
　本発明に係る太陽電池装置は、基板と、上記基板上に配置されている少なくとも１つの
太陽電池セルと、上記基板および上記太陽電池セル上に設けられ、太陽電池装置の表面を
保護する表面保護材とを備え、上記表面保護材は、合成樹脂から形成されているとともに
、光が入射する入射面に、当該光の反射を防止するための反射防止加工が施されているこ
とを特徴としている。
【００２８】
　また、本発明に係る太陽電池装置の製造方法は、基板上に少なくとも１つの太陽電池セ
ルを形成する第１工程と、上記基板および上記太陽電池セル上に、合成樹脂を用いて、太
陽電池装置の表面を保護する表面保護材を形成する第２工程と、上記表面保護材の光が入
射する入射面に、当該光の反射を防止するための反射防止加工を施す第３工程とを有し、
上記第３工程は、上記第２工程と同時に行われることを特徴としている。
【００２９】
　上記の構成および方法によれば、合成樹脂を用いて表面保護材を形成するために、従来
と異なり接着材が不要となる。よって、従来、この接着材の存在により生じていた、太陽
電池セルの発電効率の低下の問題、部品点数が多くなるとともに、太陽電池セルの面積あ
たりの質量が大きくなり、携帯電子機器への搭載に適さない、また搬送性に欠けるという
問題、並びに製造工程数が多くなるという問題を解消できる。つまり、太陽電池セルの発
電効率を向上させることができるとともに、携帯性（携帯電子機器への搭載に好適）・搬
送性に優れ、並びに製造工程数を少なくすることができる。
【００３０】
　また、上記表面保護材に反射防止加工を施しているために、光の入射角が入射面に対し
て９０度（入射光が最も高い割合で上記太陽電池セルに到達する角度）を保てない場合で
あっても、入射光の反射を防止して入射光を上記太陽電池セルに到達せしめ、その発電効
率を高めることができる。
【００３１】
　また、上記合成樹脂を用いて上記表面保護材を形成するために、当該形成中に上記反射
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防止加工を施すことができるため、製造工程数を少なくすることができる。
【００３２】
　また、本発明に係る電子機器は、上記課題を解決するために、上記もしくは下記太陽電
池装置が、当該太陽電池装置に光が入射可能なように搭載されている、もしくは電気的に
接合されていることを特徴としている。
【００３３】
　以上により、表面に設けられている表面保護材等による発電効率の低下を防止する、並
びに搬送性・携帯性に優れた太陽電池装置、その製造方法、並びに当該太陽電池装置を備
えた電子機器を提供することができるという効果を奏する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３４】
　本発明の実施形態について、図１～図４を用いて説明すると以下の通りである。
【００３５】
　図１は、本実施形態に係る太陽電池装置１０の概略断面図である。太陽電池装置１０は
、太陽電池装置１０に光（太陽光）が入射可能なように電子機器（特に携帯電子機器）に
搭載されている、もしくは電気的に接合されており、太陽光発電により電力を生成して電
子機器の電源（２次電池）に蓄電する。
【００３６】
　太陽電池装置１０は、携帯電子機器の筺体７上に配置されている支持基板２と、支持基
板２上に配置されている複数の太陽電池セル１と、太陽電池セル１および支持基板２上に
設けられている表面保護材４とを備えている。
【００３７】
　太陽電池セル１は、一般的な太陽電池の構成であって、各セルを直列もしくは並列接続
して所望の電圧を得ている。表面保護材４は、太陽電池装置１０の表面を保護するもので
あって、その光の入射面には、入射光の反射を防止して太陽電池セル１の発電効率を高め
るために、図示のようなのこぎり歯状の反射防止加工５が施されている。表面保護材４は
、合成樹脂から形成されている。
【００３８】
　太陽電池装置１０は、支持基板２上に太陽電池セル１を形成した後（第１工程）、支持
基板２および太陽電池セル１上に、合成樹脂を用いて、表面保護材４を形成する（第２工
程）とともに、表面保護材４の上記入射面に反射防止加工５を施して（第３工程）製造さ
れる。その後、携帯電子機器の筺体７に支持基板２が取り付けられる。
【００３９】
　このように本実施形態では、合成樹脂を用いて表面保護材４を形成するために、従来と
異なり接着材（図５における接着材１０３）が不要となる。よって、従来、この接着材の
存在により生じていた、太陽電池セルの発電効率の低下の問題、部品点数が多くなるとと
もに、太陽電池セルの面積あたりの質量が大きくなり、携帯電子機器への搭載に適さない
、また搬送性に欠けるという問題、並びに製造工程数が多くなるという問題を解消できる
。つまり、太陽電池セル１の発電効率を向上させることができるとともに、太陽電池装置
１０が携帯性（携帯電子機器への搭載に好適）・搬送性に優れ、並びに製造工程数を少な
くすることができる。
【００４０】
　また、表面保護材４に反射防止加工５を施しているために、光の入射角が上記入射面に
対して９０度（入射光が最も高い割合で太陽電池セル１に到達する角度）を保てない場合
であっても、入射光の反射を防止して入射光を太陽電池セル１に到達せしめ、その発電効
率を高めることができる。なお、特に、携帯電子機器の場合、携帯することにより上記入
射面に対して９０度を保てない場合が多く、それゆえ上述の効果の観点からも太陽電池装
置１０は特に携帯電子機器に好適である。
【００４１】
　また、合成樹脂を用いて表面保護材４を形成するために、当該形成中に反射防止加工５
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を施すことができるため、製造工程数を少なくすることができる。
【００４２】
　表面保護材４は、具体的には、熱硬化性樹脂（例えば、エポキシ樹脂）もしくは、熱に
より架橋する架橋材を含む熱可塑性樹脂（例えば、ポリエチレンもしくはポリエステル）
によって形成してもよい。これらの樹脂は高温において固体となるものであるために、上
記樹脂を用いれば、夏期の際など太陽電池装置１０表面の温度が高くなった場合に上記樹
脂（つまり表面保護材４）の変形が生じ難い。
【００４３】
　また、表面保護材４を形成する樹脂は、全体の重量に対して５０％以下の透明な樹脂か
らなるフィラーを含んでいてもよく、そしてこのフィラーは上記樹脂が流動成型される温
度において溶解しないガラス転移温度を有するものであることが好ましい。この構成によ
れば、上記樹脂にフィラーを加えることで、上記樹脂の成形が容易となる。また、フィラ
ーを上記樹脂が流動成型される温度において溶解しないガラス転移温度を有するものとす
ることで（例えば、各種ガラス，ポリカーボネート，エポキシ樹脂など）、フィラーによ
る光の反射が生じ難く、太陽電池装置に好適である。また、フィラーを加えることで、上
記樹脂の熱による変形、および伸び縮みを防止することができる。なお、フィラーの含有
量は、具体的には、上記全体の重量に対して１０％、３０％、および５０％が一般的であ
る。
【００４４】
　また、上記樹脂は着色されていてもよい。この着色は、一般的な方法で粉末・液状・ビ
ーズなどの着色材を上記樹脂に混合して行われる。この構成によれば、外観を美しくして
商品価値を高めることができる。なお、上記樹脂に着色せずに、上記樹脂上に着色したカ
バーを被せてもよい。
【００４５】
　反射防止加工５は、図１に示したようなのこぎり歯状のものでもよいが、図２に示すよ
うな梨地に加工されていてもよい。図２は、反射防止加工５の他の例である梨地を示す図
である。また、この梨地面（梨地だけでなく、のこぎり歯状の反射防止加工５にも該当）
は、中心線表面粗さ（平均の中心線表面粗さ）Ｒａが０．０３～２．００（μｍ）である
ことが好ましい。この構成によれば、梨地加工を採用することでその形状により、また中
心線表面粗さＲａを０．０３μｍ～２．００μｍとすることで、高い反射防止効果を期待
できる。なお、中心線表面粗さＲａとは、同図に示すように、粗さ曲線を中心線から折り
返し、図の斜線を引いた部分の面積を長さＬで割った値をμｍで表す。また、中心線表面
粗さＲａは、０．０３μｍ以下であれば平坦な面と同等となり、２．００μｍ以上であれ
ば梨地の突起部分が大きくなり、反射防止効果を期待できない。
【００４６】
　図１に示したのこぎり歯状の反射防止加工５は、金型を用いて成型してもよいし、凹凸
のついた研磨紙やブラシなどによってこすることによって行ってもよい。一方、図２に示
した梨地の反射防止加工５は、金型を用いて成型してもよいし、微細な砂や金属粒子を空
気の圧力を用いて表面保護材４に打ち当てることによって行ってもよい。ただし、切削や
研磨などにより反射防止加工５を行えば、屑が発生して太陽電池装置１０の発電効率の低
下などの問題を招くおそれがある。それゆえ、屑が発生しない金型で反射防止加工５を行
うことが好ましい。
【００４７】
　次に、太陽電池装置１０の適用例について説明する。上述した太陽電池装置１０が搭載
される（電気的に接合される）電子機器としては、例えば、携帯電話機、デジタルスチル
カメラ、デジタルビデオカメラ、携帯ゲーム機、および全地球測位システム装置（ＧＰＳ
、携帯用および車載用でもよい）などが挙げられる。
【００４８】
　図３は、太陽電池装置１０を搭載した（電気的に接合されている）携帯電話機２０の斜
視図である。図４は、太陽電池装置１０を搭載した（電気的に接合されている）デジタル
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【００４９】
　携帯電話機２０においては、一例として装置の裏側に太陽電池装置１０が搭載されてい
る。デジタルスチルカメラ３０およびデジタルビデオカメラ３５においては、一例として
装置の上側や側面側に太陽電池装置１０が搭載されている。これら各種装置は、一般的な
ものであるから、その構造などの詳細については説明を省略する。ここでは、携帯電話機
、デジタルスチルカメラ、およびデジタルビデオカメラについてのみ図示したが、その他
の携帯ゲーム機および全地球測位システム装置についても、同様に装置の表側、裏側、上
部、および側面に太陽電池装置１０が配置される。
【００５０】
　本発明は上述した各実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で種々の
変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて
得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。
【産業上の利用可能性】
【００５１】
　本発明に係る太陽電池装置は、表面に設けられている表面保護材等による発電効率の低
下を防止する、並びに搬送性・携帯性に優れており、例えば、携帯電話機、デジタルスチ
ルカメラ、デジタルビデオカメラ、携帯ゲーム機、および全地球測位システム装置などの
電子機器（携帯電子機器）に好適に適用できる。また、本発明に係る太陽電池装置の製造
方法は、表面に設けられている表面保護材等による発電効率の低下を防止する、並びに搬
送性・携帯性に優れた太陽電池装置の製造に好適に利用できる。
【図面の簡単な説明】
【００５２】
【図１】本発明の実施形態に係る太陽電池装置の概略断面図である。
【図２】反射防止加工の他の例である梨地を示す図である。
【図３】本発明の実施形態に係る太陽電池装置を搭載した（電気的に接合されている）携
帯電話機の斜視図である。
【図４】本発明の実施形態に係る太陽電池装置を搭載した（電気的に接合されている）デ
ジタルスチルカメラおよびデジタルビデオカメラの斜視図である。
【図５】従来技術を示すものであり、太陽電池装置の概略断面図である。
【符号の説明】
【００５３】
　１　　　太陽電池セル
　２　　　支持基板（基板）
　４　　　表面保護材
　５　　　反射防止加工
　１０　　太陽電池装置
　Ｒａ　　中心線表面粗さ
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